土地賃貸借契約書

土地の賃貸借について、長泉町（以下「賃貸人」という。）と　　　　（以下「賃借人」という。）の間において、次のとおり土地賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。
（信義・誠実の義務）
第１条　賃貸人及び賃借人は、信義・誠実をもって本契約を履行しなければならない。
２　賃借人は、賃貸借物件が町有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
（賃貸借物件）
第２条　賃貸人は、その所有する次に掲げる土地（以下「賃貸借物件」という。）を賃借人に賃貸し、賃借人はこれを賃借するものとする。
	物件
	所在地
	貸付区画

	駐車場
	長泉町下土狩1792番２、長泉町中土狩822番27、長泉町中土狩822番４
	区画番号１・２・３・４・５・６・７・８・９・10


（使用の目的）
第３条　賃借人は前条の賃貸借物件を駐車場として使用し、その他の用途に使用してはならない。
（契約の前提条件）
第４条　賃借人は、令和８年２月27日付入札公告の「２　貸付条件等」に定める内容を了承し、これを遵守しなければならない。
（賃貸借の期間）
第５条　本契約の期間は、令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間とする。
（賃貸借料）
第６条　賃貸借料は、年額金○○○○○○○円とする。
２　賃貸借料は、賃貸人が発行する納入通知書により、毎年５月末日までに当該年度分を一括で支払わなければならない。
（延滞損害金）
第７条　賃借人は、前条第２項に規定する日までに賃貸借料を支払わなかったときは、当該賃貸借料に対する当該日の翌日から納付した日までの期間について、年１４．６パーセントの割合による金額を延滞損害金として、甲の発行する納付書により支払わなければならない。
（契約保証金）
第８条　契約保証金は免除とする。
（契約不適合責任）
第９条　賃貸人は、本契約の締結後、賃貸借物件について種類、品質又は数量等に関して契約の内容に適合しないことを発見したとしても、目的物の修補又は代替物若しくは不足分の引渡しによる履行の追完の請求、既払いの賃貸借料の返還、賃貸借料の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。



（目的外使用・譲渡等の禁止）
第10条　賃借人は、賃貸借物件を契約の目的以外に使用し、又は使用権を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
（賃借人の義務）
第11条　賃借人は、賃貸借物件の使用に当たっては、近隣住民の迷惑とならないよう十分に配慮しなければならない。
２　賃借人は、駐車場内における事故等については自己の責任で解決するものとし、その状況について速やかに賃貸人に報告するものとする。
（損害賠償責任）
第12条　賃借人が、この契約に定める義務を履行しないため賃貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
２　賃貸借物件における賃借人の自動車等の盗難、損傷、減失等、賃貸借物件内でいかなる事案が発生しても、賃貸人は責任を負わないものとする。
３　賃借人は、賃貸借物件（賃貸借物件内に設置されたフェンス等を含む）並びに他人の車両その他に損害を与えたときは、賃借人の責任で解決し、賃貸人は一切の責任を負わないものとし、賃借人は受けた損害に対し賃貸人に請求を行わないものとする。
（維持補修）
第13条　賃借人は善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を維持保存しなければならない。
２　賃借人の故意又は過失により賃貸借物件に損害を与えた場合は、賃借人の責任及び負担において修繕等を行い、原状回復させるものとする。
（契約の解除）
第14条　賃貸人は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除できる。
（１）　賃借人がこの契約に定める義務を履行しないとき。
（２）　貸付期間中であっても、地方自治法第238条の５第４項及び第６項の規定により契約を解除することができる。なお、この場合、既納の貸付料は還付しない。
（３）　賃貸借物件の管理が良好でないとき、その他町長の承認を受けないで原状を変更し、若しくは目的外の用途に供し、又は他人に転貸する等契約内容に違反したときは、賃貸人はいつでも契約を解除し、賃借人に損害を賠償させることができる。この場合には、既納の貸付料は、還付しない。
（契約の費用）
第15条　この契約の締結に要する費用は、賃借人の負担とする。
（疑義等の決定）
第16条　この契約に定めのない事項については、法令の定めるところによるほか、賃貸人賃借人協議のうえ定めるものとする。



上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、賃貸人賃借人記名押印の上、各自その１通を所持する。







令和　　年　　月　　日

静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地
賃貸人　　長泉町
長泉町長　池田　修


賃借人
